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本日お話しすること

１． 5歳児健康診査の目的・意義

２ ． 必要な生活習慣等の保健指導

※以降のスライドでは、健康診査を健診と省略します。



母子保健医療対策総合支援事業（令和５年度補 正予算分）の実施について
（令和５年12月28日付こ成母発第375号こども 家庭庁成育局長通知）別添１ 1か月児及び5歳児健康診査支援事業

令和5年度補正予算において、母子保健医療対策総合支援事業の一つとして補助事業化

（略）



５歳児健康診査

3歳児健康診査
母子保健法

3～4歳

就学時健康診断
学校保健安全法

5歳～6歳

母子保健 学校保健

地方交付税措置
• 妊婦健診
• 3～6か月児健診
• 9～11か月児健診
• 1歳6か月児健診
• 3歳児健診

出生後から就学前までの
切れ目のない健康診査の実施体制の整備



乳幼児健診の根拠：母子保健法

第12条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところ
により、健康診査を行わなければならない。
一 満1歳六か月を超え満2歳に達しない幼児
二 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
２ 前項の厚生労働省令は、健康増進法（平成14年法律第103号）第9条
第1項に規定する健康診査等指針（第16条第4項において単に「健康診査
等指針」という。）と調和が保たれたものでなければならない。

第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳
児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを
勧奨しなければならない。

５歳児健診は、乳幼児健診の１つ



個人に対して（個益）
⚫疾病スクリーニング
⚫育児支援

健康の社会決定因子

地域に対して（公益）
⚫地域全体の健康状態の向上

乳幼児健診の目的



乳幼児健診における主要課題の重層化

乳幼児健康診査事業実践ガイド．平成29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 乳幼児健康診査のための「保健
指導マニュアル（仮称）」及び 「⾝体診察マニュアル（仮称）」作成に関する調査研究 （平成30年3月）



５歳児健診が広がり始めた頃





Solmi M et al. Mol Psychiatry. 2022

精神疾患の発症年齢
疫学調査（192）のメタアナリシス

神経発達症

自閉スペクトラム症



こども家庭庁「こども基本法」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

こども基本法（令和4年6月成立、令和5年4月施行）

こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法
目的：日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将
来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に
推進すること



こども基本法の「こどもの幸福な生活」とは？

こども一人ひとりが尊重され、安心して育ち、未来に希望を持てる状態

• 心身の健やかな成長
• 安全で安心できる環境
• 教育・医療・福祉等へのアクセス
• 自己決定・意見表明の尊重
• 差別のない社会参加
• 家庭や地域とのつながり
• 子育ての喜びを感じられる

バイオ

サイコ ソーシャル

身体的・精神的・社会的な
（バイオサイコソーシャル）

ウェルビーイング



こども基本法の理念を踏まえた乳幼児健診

⚫ こどもの最善の利益の保障
こどもの健康状態や発達状況、養育環境を把握して
必要な支援につなげる

⚫ こどもの権利の尊重
こどものこえを“直接”聴ける機会

※ 単なる疾病スクリーニングとしての対応ではなく、
・こどもを意見表明の主体として捉える
・こどもが安心して表現できる環境
・非言語的サインを読む
・こどもとの信頼関係を構築する などが必要

BPS観点



「こどもまんなか社会」の価値観と乳幼児健診

⚫地域全体でこどもを支える仕組み

健診は、保健・医療・福祉・教育など
多機関・多職種連携のハブ

→地域ぐるみの支援体制を構築

⚫こどもと家庭への伴走型支援

健診後のフォローアップ・相談支援

→家庭に寄り添いながら育児を支え
る体制を整備

こどもまんなかチャート（こども家庭庁）



「幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、
発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉による
対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期であ
る５歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発
見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、
その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及
び増進を図ること」

５歳児健診の目的

母子保健医療対策総合支援事業（令和５年度補 正予算分）の実施について
（令和５年12月28日付こ成母発第375号こども 家庭庁成育局長通知）別添１ 1か月児及び5歳児健康診査支援事業

５歳児の“身体的・精神的・社会的な（バイオサイコソーシャル）
ウェルビーイング”という観点



５歳児健診の価値

3歳児健診
母子保健法

3～4歳

就学時健診
学校保健安全法

5歳～6歳

母子保健 学校保健

ポピュレーションアプローチ ポピュレーションアプローチ

学童期に向けた
“橋渡し”となる時期



Solmi M et al. Mol Psychiatry. 2022

精神疾患の発症年齢
疫学調査（192）のメタアナリシス

不安または恐怖関連症群

限局性恐怖症／分離不安症



５歳児健診の価値

3歳児健診
母子保健法

3～4歳

就学時健診
学校保健安全法

5歳～6歳

母子保健 学校保健

ポピュレーションアプローチ ポピュレーションアプローチ

preconception 受胎 出生 幼児期 学童期 思春期 成人期 老年期

人生はつづく ライフコースアプローチ



厚生労働省資料より

母子保健法 第十二条 第二項（抜粋）
前項の内閣府令は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第九条第一項に規定する健康診査等指針
（第十六条第四項において単に『健康診査等指針』という。）と調和が保たれたものでなければならない

健康日本２１（第三次）



Sustainable Development Goals measuring protective and risk factors for child wellbeing across the life course

Helen Clark, MA et al. Lancet Commissions; 395 Issue 10224p605-658, 2020

保護因子

危険（脆弱）因子



Tomlinson M, et al.  BMJ. 2021 Mar 17:372:m4784. doi: 10.1136/bmj.m4784.

⚫ “健康”を思春期につなぐ時機
 well-being

⚫ 生涯の“健康”に影響する時期
             well-being

・こどもの幸福度
・メンタルヘルス、こどもの自殺率

・自立、自律
・社会的自立

・メディアリテラシー
・生活習慣、睡眠

・栄養、やせ・肥満
・遊び、身体活動 など

ライフコースアプローチの視点でみた５歳



リスクのあるこども・家庭

全てのこども・家庭

特定のニーズ
がある

こども・家庭

支援の対象 関わりの密度

情報提供・助言
早期発見・予防

家庭訪問、個別相談
支援グループへの参加

専門的サービス
支援を必要とする状態への対応
状態の改善に向けた支援

接触機会の増加
経済的な支援

基本的なサービス
子育て環境の整備

ハイリスク
アプローチ

ポピュレーション
アプローチ

小倉、公衆衛生89(8), 2025

母子保健活動での支援の方法



小括：５歳児健診の目的・意義

⚫健診を通じて、“身体的・精神的・社会的な（バイオ
サイコソーシャル：BPS）ウェルビーイング”を目指す

⚫全てのこども・家族に対して、それぞれのBPSな状
態に応じた支援を提供

⚫ ５歳児健診は、生涯のウェルビーイングを見据えて、
学童期・思春期につなぐ好機

５歳児健診は、出生後から就学までの切れ目のない健康診査の
実施体制整備として補助事業化



本日お話しすること

１． 5歳児健康診査の目的・意義

２ ． 必要な生活習慣等の保健指導



母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について
平成8年11月20日 児発第934号
各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各特別区区長あて 厚生省児童家庭局長通知
別添 母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領

Ⅱ 乳幼児の健康診査及び保健指導要領 第四 幼児保健

母子保健分野の健康診査と保健指導

保健指導
乳児期の保健指導の成果をさらに発展させ、身体、精神、運動
機能の健全な発達に重点をおき、次の事項に注意すること。

（２）生活指導については、生活習慣の自立を図り、身体の清潔、
衣服の着脱、排尿、排便のしつけ、遊び、運動、集団生活、友達
等について指導するとともに、幼児期より思いやりの心を育てる
こと。幼児の反抗的態度に対しては、保護者の理解と心のゆとり
が必要であることを認識させること。



事務連絡 令和５年12月28日 各都道府県、各市町村、各特別区母子保健主管部（局）長あて
（こども家庭庁成育局母子保健課）１か月児及び５歳児健康診査支援事業について 

（略）

（略）



23．友達と協力しあう遊びができますか。（砂で一つの山を作るなど）
24．外で体を動かす遊びをしますか。

生活習慣：身体活動、外遊び

• 基本的な動きを身につける時期
・体のバランスをとる動き：立つ、座る、寝転ぶ、回る、転がるなど
・体を移動する動き：歩く、走る、はねる、跳ぶ、登る、すべるなど
・用具などを操作する動き：持つ、運ぶ、投げる、捕る、転がす、掘るなど

• 多様な動きを獲得、動き方が洗練化、社会性が発達する時期
・無駄な動きや力みなど過剰な動きが少なくなり、動き方が上手になっていく
・友達と共通のイメージを持ったり、目的に向かって集団で行動したり、
友達と力を併せたり役割を分担したり…

⚫ 多様な動きが経験できるように様々な遊びを取り入れる
⚫ 楽しく体を動かす時間を確保する
⚫ 発達の特性に応じた遊びを提供する



• 生活環境の変化（便利になった）
・歩くことなど、体を動かす機会の減少
・家事の手伝いなどの機会が減少
→必ずしも高い体力や多くの運動量は不要
→身体活動の軽視

• 社会環境の変化
・子どもにとって遊ぶ場所、遊ぶ仲間、遊ぶ時間の減少
・交通事故や犯罪への懸念など
→体を動かして遊ぶ機会の減少

以上は、文部科学省．幼児期運動指針，2012で言及されていた。
令和に入り・・・

• GIGAスクール構想
1人1台端末、高速ネットワーク、クラウド学習環境

• コロナ禍を経た運動習慣や遊びの変化

こどもをとりまく環境の変化と身体活動



こどもの運動習慣の変化とその影響（身体）

運動過多 運動不足

将来、ロコモ・フレイルになる恐れ
（骨粗しょう症、変形性質関節症、脊柱狭窄症など）

スポーツ外傷・障害

痛み・機能障害の残存
による運動困難

肥満・痩せ、柔軟性・筋
力・バランス能力の低下

運動能力の低下

ロコモ：運動器の障害のために移動機能（立ったり、歩くなど）の 低下をきたした状態を「ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ、 
和名：運動器症候群）」といいます。進行すると介護が必要になる リスクが高くなります。 
フレイル：高齢者において生理的予備能（ストレスによる変化を回 復させる能力）が低下し、要介護の前段階に至った状態を「フレイ 
ル」といいます。要因として、⾝体的、精神・心理的、社会的の３ つの側面があり、⾝体的フレイルがロコモと関係しています。

二極化

日本学校保健会．「子供の運動器の健康」学校における運動器検診の手引より、一部改変（表記はそのまま）
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9.1
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29.4

34.5

27.4

33.7

48.2

37

45.8

46.3

気持ちが悪くなる

肩がこる

食欲がない

授業に集中できない

なかなか眠れない

イライラする

疲れを感じる

よくある

時々ある

小学生を対象とした調査では、

８割近くが「疲れを感じる」

約４割が「肩がこる」

林、柴田、鮫島．日整会誌91(5)2017

小学生の姿勢についての実態調査（n=502）

体の不調の有無

75.7

63.8

57.3

44.3

43.0

61.3



幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイド【確定版】（令和4年3月）令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「幼児期の健やかな発育のための栄
養・食生活支援に向けた効果的な展開のための研究 https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/youjishokuguide/YoujiShokuGuideKakutei.pdf
（※データは平成27年度乳幼児栄養調査結果）

https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/youjishokuguide/YoujiShokuGuideKakutei.pdf


幼児期運動指針（文部科学省, 2012）

• 幼児期は神経発達や身体発育が著しい時期
→多様な動きの獲得、運動習慣の形成

• 毎日合計60分以上の身体活動が推奨
→外遊びはその中心的手段
散歩、手伝いなど日常生活の動きを含む

• 遊びを中心とした身体活動は、心と体を育む
体力・運動能力の向上だけでなく、心肺機能や骨形成、
意欲・自発性、社会性、認知能力の発達にも寄与

（※）遊びに関するエビデンスは、こども家庭庁委託事業 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビ
ジョン」策定後の具体的な取組推進 科学的知見の充実・普及に向けた調査研究 （乳幼児の遊びと体験） 調
査研究報告書．株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 令和７（2025）年３月 を参照



厚生労働省「健康づくりのための⾝体活動基準・指針の
改訂 に関する検討」令和6年1月
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf



日常生活でできる工夫
• 毎日少しでも外で遊ぶ時間を確保（公園・園庭など）
• 子どもが自発的に動きたくなる環境づくり
（安全で自由な空間：家庭・地域・園の連携）

• 家庭内でも「押す」「引く」「運ぶ」など生活動作を促す
 
保護者の関わり方
• 一緒に遊ぶことでアタッチメント形成と運動習慣の両立
• 子どもの「挑戦したい気持ち」を尊重し、見守る姿勢
• 運動が苦手な子にも「できた！」を感じられる体験を

ワンポイントアドバイス



参考となる資料

• 文部科学省．幼児期運動指針ガイドブック（2012）
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319772.h
tm

• 厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂
に関する検討」令和6年
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf

• WHO「身体活動及び座位行動に関するガイドライン（2020年）
https://www.who.int/publications/i/item/97892400151
28

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319772.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/undousisin/1319772.htm
https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128


25．朝食を毎日食べますか。
26．ふだん大人を含む家族で一緒に食事を食べますか。

生活習慣：食事

• 食事のリズムと生活習慣の確立
「おなかがすくリズムがもてる」＝規則正しい生活習慣の形成に直結
→早寝・早起き・朝ごはんの習慣

• 偏食・むら食い・遊び食べへの対応
→無理に食べさせるのではなく、個々の特徴に応じた工夫を提案

• 間食の質とむし歯予防
→状況を聴き取り、「時間を決めて与える」「甘いものは控える」「栄養価のある
間食を選ぶ」などの具体的な指導が有用

• 共食のすすめ
食習慣の確立、適切な量・質・バランスの摂取、食卓でのコミュニケーション
→家庭での食事を「楽しい時間」にする工夫を提案



幼児期に育てたい「食べる力」

⚫おなかがすくリズムがもてる

⚫食べたいもの・好きなものが増える

⚫家族や仲間と一緒に食べる楽しさを味わう

⚫栽培・収穫・調理を通して食べ物に触れる

⚫食べ物や身体のことを話題にする

幼児期の健やかな発育のための 栄養・食生活支援ガイド 【確定版】（令和4年3月）
令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援に向けた効果的な展開のための研究」



厚生労働省．乳幼児栄養調査（平成27年）

起床時刻・就寝時刻が遅い／決まっていない子どもは、朝食欠食の割合が高い



・５歳以上では、
「食べるのに時間がかかる」が最多
次いで
「偏食する」、「むら食い」

・５歳以上で「特にない」22.5％
↓

約８割は何らかの困りごとあり！

厚生労働省．乳幼児栄養調査（平成27年）



関わり方のポイント
• 「食べる力」は生きる力の基盤。
• 「食事の楽しさ」「家族との関わり」「生活リズムの整え方」に焦点
を当てる。

• 食事と合わせて、睡眠・運動・遊びとのバランスを意識した指導
が望ましい。早寝、早起き、朝ごはん。

保護者への関わり方
• 完璧を求めず、できることから始めるよう促す
• 家庭での食事を「楽しい時間」にする工夫（一緒に食べる、会話
をする、食材に触れる）を提案

ワンポイントアドバイス



参考となる資料
• 農林水産省「食育の推進」

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/
• ＞「食育」ってどんないいことがあるの？～エビデンス（根拠）に基づいてわかった

こと https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/attach/pdf/index-30.pdf
• 幼児期の健やかな発育のための 栄養・食生活支援ガイド 【確定版】（令和4年3月）

令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「幼児期の健やかな発育のため
の栄養・食生活支援に向けた効果的な展開のための研究」
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/youjishokuguide/YoujiShokuGuideKakut
ei.pdf

• 文部科学省「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/

• 農林水産省「めざましごはん」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kakou/mezamasi.html

• 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会
https://www.hayanehayaoki.jp/index.html

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/attach/pdf/index-30.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/attach/pdf/index-30.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/attach/pdf/index-30.pdf
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/youjishokuguide/YoujiShokuGuideKakutei.pdf
https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/youjishokuguide/YoujiShokuGuideKakutei.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kakou/mezamasi.html
https://www.hayanehayaoki.jp/index.html


27．保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。
（仕上げ磨きをしている（こどもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている）・
こどもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている・こどもだけで磨いている・
こどもも保護者も磨いていない）

• 一人である程度は歯磨きができるようになる
巧緻操作↑、身体イメージ↑
※ただし、磨き残しあり、仕上げ磨きが必要

• 歯磨きの習慣が定着する
生活リズムの一部として歯磨きが習慣化する時期

• フッ化物配合歯磨剤、フッ化物洗口
ブクブクうがいや吐き出しができる時期

生活習慣：歯磨き



幼児期における歯科保健の意義

⚫ 乳歯は幼児、小児の消化吸収のために重要な器官であり、偏食をせず、
バランスの良い食事を摂取するうえで大切である。

⚫ 乳歯のむし歯による歯冠部の崩壊や乳歯の喪失は健全な永久歯列の発
育に悪影響を与える危険生が高い。成人歯科保健の見地からも幼児期に
おける乳歯のむし歯予防が大切である。

⚫ 幼児期は歯や顎・顔面の発育期であり、正しい咀嚼、食習慣のしつけが大
切な時期である。

⚫ 幼児期は言葉を覚える時期であり、健全な歯及び口腔の維持が正しい発
育及び言語の基本となる。

⚫ 幼児期は人格の形成期であり、整つた口元を保つことが豊かな人間性の
形成につながる。

幼児期における歯科保健指導の手引きについて (平成二年三月五日)(健政発第一一七号)



77.0 

64.0 
60.5 

50.0 

39.0 

17.6 

平成5年 平成11年 平成17年 平成23年 平成28年 令和4年

う歯（むし歯）を持つ５歳児の割合 年次推移
（乳歯＋永久歯）

厚生労働省．「歯科疾患実態調査」より作成
※平成5年（1993年）以前、平成11年（1999年）以降では、それぞれ未処置歯の診断基準が異なる

（％）



虫歯のある児の保護者は、
「間食の与え方に注意していない」
割合が高い。

虫歯のある児の保護者は、
「欲しがるときにあげることが多い」
「甘い飲み物やお菓子に偏ってしまう」
割合が高い。

厚生労働省．平成27年度乳幼児栄
養調査の概要より



関わり方のポイント
• 歯磨きの注意点
・一人みがきができるようになる／永久歯への生え変わり開始時期
→仕上げみがきは小学校中学年頃まで必要
・奥歯の歯と歯の間がむし歯になりやすい。
→仕上げみがきに加えてデンタルフロスの使用も

• 食生活
・甘味飲料、お菓子の摂取頻度を制限し、間食は時間を決める。
・こども自身が虫歯の原因になる食品を知り、バランスよく選択できる

保護者への関わり方
• 虫歯予防は家庭の習慣作りが鍵。こども任せにしない。

ワンポイントアドバイス

幼児期における歯科保健指導の手引きについて (平成二年三月五日)(健政発第一一七号）
日本歯科医師会．うがいの練習・指導．https://www.jda.or.jp/dentist/program/pdf/ugai_renshuu.pdf



日本歯科衛生士会



28．うんちをひとりでしますか

• 身辺自立を問う項目
• ５歳では、身の回りのことがほとんど自分でできるよう
になる。

生活習慣：日常生活動作



母

子
子

母

子

母

母

乳児期
基本的信頼
の獲得

幼児期前半
自律性
の獲得

幼児期後期
積極性
の獲得

学童期
勤勉性
の獲得

思春期
自我同一性
の獲得

ライフサイクル

E. H. エリクソン

自立に向けた発達課題



これから先の日常生活や社会生活を円滑に送れるようにすること

＝将来の社会的自立

• 身辺自立、生活リズム
• 社会性、コミュニケーションのスキル
※言葉の獲得に固執しない

ワンポイントアドバイス

スモールステップで進める
• ほんの少し手をかせばできるレベルが、取組みのめやす
• 手を添えても良い→できるようになれば声掛け
• 少しずつ介助の手を減らす、こどもに達成感を感じさせるのがコツ



30．テレビやスマートフォンなどを長時間見せないようにしていますか。
31．寝る直前にテレビや動画を観ますか。

• メディアの利用状況や健康への影響を把握
視機能、運動器、メンタルヘルスなど

• メディア視聴の内容や態度などについても注意して確認する
いつ、何を、誰と、どんなふうに

• 家族の状況も聞き取る
家族でルールを決めているか
家族がルールを守れているか

• 待合の様子も含めて、こども・保護者のスマホ利用等の状況
を観察する。

生活習慣：メディア視聴



舟越、行木、築比地、2024

ウェブ調査
幼児：2-6歳



舟越、行木、築比地、2024

5歳児健診の対象年齢 5歳児健診の対象年齢



ワンポイントアドバイス：

• 利用時間：推奨は1日1時間以内
食事中、就寝の1時間前は避ける

• 暴力的・刺激的、倫理的に問題がある内容は避ける。
保護者が一緒に視聴→内容について会話→学習効果、情緒面安定

• こどもだけでなく、家族全員のメディア利用も同時に見直しましょう

5Cs of Media Use
⚫ Child（子どもの特性）
⚫ Content（コンテンツの質）
⚫ Calm（落ち着いた環境）
⚫ Crowding Out（他の活動を妨げない）
⚫ Communication（親子の対話）

米国小児科学会（AAP）

COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA. 
Pediatrics (2016) 138 (5): e20162591.



参考となる資料

• 総務省「上手にネットと付き合おう！安心・安全なインターネッ
ト利用ガイド
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/preschool/

• こども家庭庁＞普及啓発リーフレット集
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet/

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/preschool/
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet/
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet/
https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet/


32．お子さんの睡眠で困っていることがありますか

• 睡眠については、メディアの他の影響にも注意
→睡眠の質が悪い場合、こどもの呼吸の仕方や開口状態など
も観察して、基礎疾患の有無を確認する。
例）基礎疾患（口蓋扁桃肥大、アレルギー性鼻炎等）
→発達障害による睡眠障害があることにも留意する。

• 睡眠不足により、落ち着きのなさ、ボーッとする、イライラする
など行動上の問題や発育への影響が生じることもある。

→家庭と園との活動性の違い、日による変動を確認する。

生活習慣：睡眠



厚生労働省．乳幼児栄養調査（平成27年）

午後10時以降に就寝するこどもの割合は、
平日は約2割、休日は約2.5割



保護者の就寝時刻が遅い
↓

午後10時以降に就寝する
こどもの割合が増加する傾向

厚生労働省．乳幼児栄養調査（平成27年）



研究班で資材を作成しました！



36．あなたはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。
37．あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。
39．子育てにおいて「もう無理」「誰か助けて」と感じたことはありますか。
40．子育てについて気軽に相談できる人やサポートしてくれる人はいますか。
42．現在の暮らしの経済的状況を総合的にみて、どう感じていますか

• 幼児期になると保育所等の利用も増え、５歳児はほとんどが
保育所等に所属するようになる。両親ともに復職が増える。

• 相談相手の有無、育児の仲間づくりの確認が重要。
→育てにくさを感じることが「ない」の回答にも注意
訴えられない状態、ネグレクトなどのリスクが潜在する。

子育て支援

保健指導は、保護者の状態に合わせた内容になるよう留意



平成30年度厚生労働科学研究（山縣班）「健やか親子２１（第2次）中間評価を見据えた調査研究
第7回成育医療等協議会（2022年5月18日）資料１－①

平成29年度 13.0%

平成29年度 23.9%

平成29年度 33.8%

対
処
で
き
る
親
の
割
合

平成29年度

81.3%
令和２年度

81.8%
目標95.0％

育てにくさを感じる親



児の
要因

親の
要因

親子の関係性
の要因

親子をとりまく
環境の要因

バイオ・サイコ・ソーシャルの観点

育てにくさの要因

バイオ

サイコ ソーシャル

こどもの幸せ



「育てにくさ」の４つの要因

１）子どもに起因するもの
・発達のバリエーション、神経性習癖
・早産低出生体重児
・障害・疾病：発達障害、アレルギー性疾患 など

２）親に起因するもの
・子育て経験の未熟さ、仕事との両立
・生理的な心身の変化：月経前症候群
・障害・疾病：知的障害、精神疾患 など

３）親子関係に起因するもの
・親子の愛着形成
・子どもに無関心、過干渉（依存） など

４）環境に起因するもの
・物的環境：経済的、交通機関、自然環境
・人的環境：夫婦関係、嫁姑、支援者、地域
・社会的環境：サービス、制度、政策 など



今井 他（2018）日本公衆衛生看護学会誌

親・養育者の気持ち

• 試行錯誤しながら子どもの対応をするがうまくいかない

• 昼夜こどもに振り回されて自分の時間が犠牲になる

• こどもの対応で仕事がはかどらない

• こどもの育てにくさのために他の親のような育児の楽しみがなく、つらい

• 何度注意を繰り返しても、ききいれないために悩む

• 反応に乏しく、母の存在を全く意識しないこどもに戸惑い、つらくなる

• 同年齢の子との発達の違いを目の当たりにし、ショックをうけた

• 夫や家族が自分と同じレベルで考えてくれない



体験する情動

ポジティブ

子育ての行動や態度

ネガティブ

応答性 高い
あたたかい養育行動

否定的
厳格な養育行動

子育ては情動を伴う



⚫ こどもの身体所見
• 体が汚れている
• 新旧の傷痕の混在
• 複数の熱傷痕
• 両下腿の複数の内出血斑
• 基礎疾患のない成長障害
• 多数の齲歯

⚫ こどもの行動所見
• 大人への過度の馴れ馴れしさ
• 大人への過度の身体接触
• 過度の警戒心

⚫ 親の状況
• 親の説明内容がころころ変わる
• 子どものことを答えられない
• 育児にネガティブな発言
• 子どもにかけることばが乱暴
• 子どもの扱いが乱暴

問診・診察中に確認できること

養育状況
アタッチメント



• 過度な警戒心／無関心
• おとなしすぎる
• 情緒表現が乏しい／極端
• 要求が極端に少ない

• こどもに対する関心が低い、
否定的、一貫性がない

• 乱暴に扱う
• 自分に関心を向けさせる

こ
ど
も

養
育
者

アタッチメント行動
養育者の敏感性への適応

養育行動
応答の敏感性

こどもと保護者の関係性を観察
アタッチメントの形成は？



子どもへ

親へ

環境へ
親子関係へ

直接的な成長・発達の支援
遊びの教室、ことばの教室、発達支援 など

直接支援機関への支援的・調整的支援
保育園・幼稚園・認定こども園
地域子育て支援活動 などへのアプローチ

親への直接的な育児支援
子育て教室、ペアレント・トレーニング

親の心⾝を豊かにする支援
一時保育、リフレッシュ

経験を共有し合う仲間づくり など

子育てと並行する親の自己実現への支援
就労保育など制度上の支援 など

親子がともに生きていく経験をすることの支援
親子の信頼関係・愛着関係の基礎作り
→親子がともに育ち・育て合う
マタニティクラス、親子教室、子育てサークル など

家族全員で子育てするための支援
父親教室、孫育て講座、ピアカウンセリング など

安心した生活を送れる環境支援
経済基盤、住宅環境の状況確認
資源の紹介・調整、資源の開発 など

地域の一員として孤立しない支援
コミュニティネットワークの形成、地域活動 など

「育てにくさ」の要因とその支援

小倉、2017



こどもも保護者も、できていること・できたことを共有
→小さなことでも“できた”と感じることが継続につながる

「今日からできる」
「見通しがもてる」
「ひとりじゃない」

ワンポイントアドバイス：



小括：５歳児健診の生活習慣等の保健指導

⚫ ５歳児ころの生活習慣等は、生涯の健康や将来の社会的
自立につながることを共有する

⚫ こどもの発育・発達、保護者の状態、家庭の状況などを踏
まえて、実践可能な内容を具体的に伝える

⚫ 家庭と、保育所・こども園・幼稚園等の日常生活の場との
対応の一貫性が重要

「今日からできる」、「見通しがもてる」、「ひとりじゃない」
こどもも保護者も、できていること・できたことを共有

→小さなことでも“できた”と感じることが継続につながる



まとめ

５歳児健診を、すべてのこどもとその家族へ
バイオサイコソーシャルな視点からウェルビーイングを育む

⚫ ５歳児健診は、生涯のウェルビーイングの基盤形成に資す
る重要な節目

⚫ バイオサイコソーシャル観点で保健指導をおこない、必要
な支援につなげる機会

⚫ 就学に向けた準備とともに、ライフコースアプローチの視点
を持つことが重要
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